
質問その 4-1;ウェブサイトからダウンロード等で確認する請求書や領収書は? 

 

答え;改ざん防止のための「タイムスタンプ」付きの保存を行うか、もしくは 

   「データで受け取った時のマニュアル」を作ってその通りに保存して下さい。 

 

(1) メールで請求書や領収書等のデータ（PDF ファイルなど）を受け取る 

(2) 請求書や領収書等のデータ（PDF ファイルなど）をホームページからダウンロード、 

又はそれらのスクリーンショットを利用している 

 

このような形で仕入れや経費の精算を行っている場合、いずれも「電子取引」に該当しますので、 

「一定の決められた方法で」日付、取引先、金額などの情報をデータで保存しなければなりません。 

ルール改正前はそういった情報を印刷した「紙」で保存しておくことも認められていましたが、 

新ルールでは紙で印刷した書類は「正式な保存書類」になりません。 

 

上記(1)(2)のような「メール受け取り」や「Web サイトからのダウンロード・スクショ」は 

受け取った側でデータの内容を訂正・削除することができますので、受け取ったデータに 

 “タイムスタンプ” という改ざん防止のための情報記録がついていない場合、次のいずれかの 

方法で管理しなければいけません。 

   

 ・方法その１;受け取った側で請求書や領収書等のデータにタイムスタンプをつける 

   ・方法その２;請求書や領収書等のデータの「受取マニュアル」を作ってその通りにする 

 

 また、保存するデータは「あとから検索できる状態」で保存しなければいけないので、 

 請求書や領収書等のデータが添付されたメールについては「そのメールソフトを起動すれば 

確認できる」だけでは十分とはいえません。 

 

 

【参考;国税庁 HP「一問一答」より、もともとの文章】 

 


